
・認知症などで判断能力が低下されている場合、契約の無効を主張できる場合が
あります。すぐに消費生活相談窓口へ相談しましょう。

・判断能力が低下された方の場合、被害にあわれている自覚がない場合がありま
す。業者が頻繁に出入りしている、見慣れない商品や契約書があるなどの早期
発見が被害回復へとつながります。

・悪質商法の被害を発見した場合、被害者を責めると、被害者はその後被害にあ
っても相談せず、隠すようになります。

　被害を発見しても決して被害者を責めず、相談窓口へ行くよう協力してあげて
ください。

高齢者などを悪質業者から守りましょう！

消費者問題注意報！
商工観光課　☎３２－１６０４

一人暮らしの母を訪ねると、クレジット会社からの催促状がありまし
た。家の中には浄水器や健康食品、健康器具などがあり、母に聞くと、
「友人に誘われ展示会に行き、もらった」と言います。クレジット会社
からの請求書も複数あり、総額は 300万円にもなっています。
契約書は見当たらないし、最近、母は認知症の症状が見られるようです。

無料で講師を派遣しています!
　 町内会、老人会、婦人会、学生、生徒向け消費者教育講座などで 消
費生活に関する身近な事柄や、苦情相談の事例をお話しします。

9 月の休日当番医
都合により変更になる場合があります。
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＜ポイント！＞
　●地域創業助成金は、会社設立後でも 6ヶ月以内であれば受給できます。
　● 宇城市の地域重点分野は、「地産地消推進分野」（食料品製造業・飲食料品小売業・一般飲食店）です。
＜受給できる事業主の要件＞
　●創業する（した）事業が地域貢献事業であること
　※平成 20年 3月 31 日までに法人などを設立した事業主が対象となります。
　●法人などを設立前 3ヶ月から設立後 6ヶ月の間に地域貢献事業計画書を申請すること
　※ 平成 19年 12 月 31 日以降の創業に係る地域貢献事業の申請期限は、平成 20年 6月 30 日までとなります。
　● 創業支援対象労働者を 2人以上雇用し、かつ、そのうちの 1人は非自発的離職者であること（例外あり）
　●雇用保険の適用事業の事業主となること
　● 支給対象となる労働者の離職前の事業所との間で、営業の譲渡、事業の分割など、事業内容の同一性がある
事業主でないこと

　● 事業の実施に必要な許認可を受けていることを始めとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること
　●法人などの設立の日から常用労働者を事業主都合で解雇したことがないこと
＜助成金受給額＞
　● 地域創業助成金は設立にかかった経費と、対象労働者の人件費の一部を助成金として受給できます。
　・経費の助成金受給額は対象経費の 1/3 の額となります。（上限は条件により 150 万円～ 500 万円）
　・ 人件費の助成金受給額は常用労働者 1人につき 30万円（短時間労働者 1人につき 15万円）となります。
　　ただし、100 人分が限度。
　※ 支給申請期限が平成 20年 7月 31 日を超える場合は、平成 20年 7月 31 日までが支給申請期限となります。
　■お問い合わせ先　（社）熊本県高齢・障害者雇用支援協会 ☎ 096 - 355 - 1002
 FAX 096 - 355 - 1054
　　　　　　　　　　宇城市　雇用対策課雇用対策係 ☎ 32 - 1096　FAX 32 - 0110

期 日 病　院　名

2日
(日)

三角クリニック（三角）　☎52－3003

宮崎耳鼻咽喉科医院（松橋）　☎33－3389

ダイヤモンドシティクリニック（小川）　☎34－6071

9日
(日)

清永医院（三角）　☎52－2028

泉胃腸科外科医院（松橋）　☎33－2277

ダイヤモンドシティクリニック（小川）　☎34－6071

16日
(日)

小篠内科医院（不知火）　☎33-1206

清水整形外科医院（松橋）　☎32－2207

ダイヤモンドシティクリニック（小川）　☎34－6071

17日
(月)

済生会みすみ病院（三角）　☎53－1611

宇賀岳病院（松橋）　☎32－3111

23日
(日)

きむら医院（不知火）　☎32－0437

県南髙木クリニック（松橋）　☎34－0177

ダイヤモンドシティクリニック（小川）　☎34－6071

24日
(月)

佐藤医院（三角）　☎52－2748

まつばせ児嶋クリニック（松橋）　☎25－2522

30日
(日)

勝目眼科医院（三角）　☎52－3688

うきクリニック（松橋）　☎32－6322

廣岡クリニック皮膚科（小川）　☎43－6543

狩場医院（豊野）　☎45－2017

種　別 期　日 時　間 場　　　所

市民生活
（多重債務）

5日（水）
13：30～15：30

本庁新館1階会議室
※要電話予約　☎32－1497
市民生活相談センター19日（水）

夜間納税 毎週木曜日 17：30～19：00 本庁1階収納課窓口

人権・行政
4日（火）

13：00～16：00
三角センター

18日（火） 小川総合文化センター

人　　権 11日（火） 13：00～16：00 不知火公民館

行　　政
12日（水）

 9：30～12：00 農業就業改善センター（松合）

12：30～15：30 不知火公民館

27日（木） 13：30～15：30 松橋公民館

心配ごと

11日（火） 13：30～15：00 不知火公民館

20日（木）  9：30～11：30 豊野福祉センター

21日（金） 13：30～15：30 三角老人福祉センター

26日（水）
13：30～15：30

総合健康福祉センター(小川)

27日（木） 松橋公民館

年　　金
4日（火）

10：00～15：00
本庁新館第3会議室
※10月は2日

18日（火） 宇土市役所

消費生活
毎週（月・木）
※祝日の場
合は翌日

10：00～15：00 本庁新館1階第5会議室

高齢者介護 日曜祝日を
除く毎日  8：30～17：30 市地域包括支援センター（不知火支所2階）

9 月の市民相談
ご自分の相談内容に応じてどの会場もご利用になれます。※相談時間は、正午～午後１時を除きます。

　地域創業助成金とは、地域に貢献する事業（サービス 9分野、地方公共団体からのアウトソーシング、
または地域重点分野）を行う法人などを開業し、再就職を希望する者を雇用した場合に、新規創業に係
る経費および労働者の雇い入れについて助成される助成金です。

地域創業助成金
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